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令和２年８月 12日策定 

 

神奈川県国際文化観光局文化課の事業実施に係る 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止ガイドライン 

 

本ガイドラインは、神奈川県国際文化観光局文化課（以下「文化課」という。）が主催者（共催

を含む。）として事業を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために実施すべき

基本的な対策を整理し記載したものであり、事業主催者である文化課の職員のほか、委託事業者、

来場者など、当該事業に関わる全ての関係者を対象とする。 

文化課が主催する事業は、県立文化施設での公演・展示事業だけではなく、県内市町村施設を

会場としたもの、学校や県庁舎内といった文化施設以外の建物内や屋外など、様々な空間を会場

として行われている。また、事業内容についても、様々な規模で実施される鑑賞型事業の他、ワ

ークショップなどの参加型事業、公募美術展及び文化賞・スポーツ賞贈呈式等、多様なジャンル・

様態の事業が行われている。 

これらの様々な会場空間及び事業の様態を十分に踏まえ、会場及びその周辺地域において、新

型コロナウイルス感染症の拡大を防止する必要があることから、本ガイドラインの作成に当たっ

ては、公益財団法人全国公立文化施設協会が定めた「劇場・音楽堂等における新型コロナウイル

ス感染拡大予防ガイドライン」のほか、県が作成した業種別チェックリストを参考としたが、個々

の事業実施に当たっては、各業界団体、各施設管理者及び各自治体が策定するガイドライン等を

参照し、必要となる負担を勘案しつつ最大限の対策を講じるものとする。 

なお、本ガイドラインの内容は、今後の「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」

（以下「県対処方針」という。）の変更や事態の状況により、必要に応じて適宜改訂を行うものと

する。 

 

１ 基本的な対策 

〇 社会的距離を確保する（２メートル以上（最低１メートル））。 

〇 マスクの着用を徹底する。 

〇 消毒液を設置し、こまめな手洗い・手指の消毒を実施する。 

〇 検温等の体調管理を徹底し、次の症状等がある場合には来場を控える。 

① 37.5度以上の発熱がある。  

② 咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充

血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐の症状がある。 

③ 新型コロナウイルス感染者との濃厚接触がある。 

〇「感染防止対策取組書」や「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の活用のほか、参加者の氏

名・連絡先の把握に努めるなど、感染発生時の参加者への連絡体制を構築するものとする。 

 

２ 事業準備時の対策 

〇 打合せや会議（審査会等を含む。）は電子会議への切替え、書面開催を検討し、難しい場合

には規模の縮小、時間の短縮、座席間隔の確保、間引き等を行い、マスクの着用など感染拡

大防止対策を施したうえで開催する。 
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〇 書類等の授受については、原則としてインターネットや郵送で行い、対面による授受を避

けるよう努める。 

〇 事業に関わる関係者（来場者を含む。）の氏名や緊急連絡先を予め把握できる場合は、名簿

を作成する。 

〇 来場者に対して、ホームページやチラシ等の媒体や会場内掲示等により、「１ 基本的な対

策」の内容に関する注意喚起を行う。 

〇 稽古、設営（撤去）、リハーサル時においても、十分な感染防止措置を講じることとし、感

染が疑われる者が出たときは、速やかに医療機関及び保健所へ連絡し、指示を受けるととも

に、保健所等の公的機関による聴き取りに協力する。 

〇 マスクの着用ができない出演者等に関しては、必要に応じて、ＰＣＲ検査を実施する。 

  ※ＰＣＲ検査の位置付けは、今後の全庁的な整理を踏まえ、改めて検討する。 

 

３ 事業実施時の対策（屋内・屋外共通） 

〇 会場入口に消毒液を設置し、手指を消毒してから入場するよう周知する。 

〇 会場入口に、「感染防止対策取組書」及び「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の二次元コ

ードを掲示し、来場者に登録を促す。 

〇 入場時に体温計やサーモグラフィーによる発熱チェック等を行い、入場者の体調確認を実

施する（ただし、入場規制のない屋外イベントの来場者を除く。）。 

〇 入場時のチケット確認（もぎり）の簡略化を行う。 

〇 事前申込み等により可能な限り来場者の把握に努める。 

〇 受付でチケット販売や物販等を対面で実施する場合、可能な範囲でアクリル板や透明ビニ

ールカーテンを設置し、購買者との間を遮蔽するよう努める。また、現金の取扱いを出来る

だけ減らすため、オンラインチケットの販売やキャッシュレス決済を推奨する。 

〇 チラシ、パンフレット、アンケート等は、直接手渡しは行わず、各自で取ってもらうよう

所定の場所に設置する。 

〇 状況に応じ、手袋やフェイスシールドを着用する。 

〇 機材や備品、用具等の取り扱い者を選定し、不特定者の共有を制限する。 

〇 原則、公演者と来場者の接触を禁止する。 

〇 来場者同士での会話を控え、自席で静かに過ごすよう周知する。 

〇 声援等の発生を控えるよう周知する。 

 

（１）屋内における対策 

〇 原則として、会場となる施設におけるガイドラインを遵守することとし、施設管理者（県

庁舎で実施する場合は庁舎管理課）と十分な協議を行う。 

〇 余裕を持った入場時間の設定、時間差での入場、入場待機列の設定等、入場時の「三密」

を避ける工夫をした対応を行う。 

〇 定期的な消毒や換気を徹底する。 

〇 事業の参加者や観覧者数は、県対処方針の定めによる（現状、収容率 50％以内、人数上

限 5,000 人以下。収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必
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要。）。 

〇 座席は前後左右の間隔を空ける等の対応を行う。 

〇 楽屋内での消毒、ケータリングの管理、ゴミ廃棄時の衛生管理を行う。 

〇 退場時に混雑することが予想される場合は時間差を設けて退場するように誘導する。 

 

（２）屋外における対策 

〇 来場者が前後左右の間隔を空けて観覧できるよう、座席の設置やテープ等でマーキング

するなどの対応をする。 

〇 事業の参加者や観覧者数は、県対処方針の定めによる（現状、収容率は十分な間隔、人

数上限 5,000 人以下。収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満た

す必要）。）。 

〇 公演者と観覧者の間は、公演の内容に応じて適切な距離を確保するようにする。 

〇 適切な距離を確保した結果、通行人等の動線の妨げにならないよう注意する。 

〇 来場者数に応じて、入場を制限する等により、いわゆる「三つの密」を避けるように誘

導する。 

〇 会場周辺の商業施設や近隣住民に不安を与えないよう、地元協議会等と協議する等、十

分な感染拡大防止対策を講じる。 

 

４ 当日に感染が疑われる者が出た時の対応 

〇 施設管理者と情報を共有し、協力して対応する。 

〇 速やかに隔離し、換気の良い場所に案内する。 

〇 対応するスタッフはマスクや手袋を着用する。  

〇 速やかに医療機関及び保健所へ連絡し、指示を受ける。 

〇 保健所等の公的機関による聴き取りに協力し、氏名及び緊急連絡先等を把握し名簿を作成

する等、必要な情報提供を速やかに行えるよう体制を整える。 

〇 取得した個人情報は、遺漏することがないよう十分な対策を講じる。 

 

５ 事業実施後に感染者が発生していたことが判明した時の対応 

〇 速やかに医療機関及び保健所へ連絡し、指示を受ける。 

〇 来場者を把握している場合は速やかに個別に連絡を行うと共に、県ホームページ等により

公表する。 

〇 来場者を把握していない場合は、速やかに広く周知できる方法により公表する。 

〇 保健所等の公的機関による聴き取りに協力する。 

 

６ その他 

〇 本ガイドラインに定める事項のほか、必要に応じて、事業ごとにマニュアル等で具体的な

対応を定めることとする。 


